
⼗ 管 区 ⽔ 路 通 報

第 ２１ 号

（令和５年５⽉２６⽇〜令和５年６⽉１⽇ 掲載分）

 第 224項　南西諸島　－　種子島、西之表港　　深浅測量終了
 第 225項　東シナ海　　ロケット打上げについて
 第 226項　九州西岸　－　甑島列島北方　　射撃訓練
 第 227項　南西諸島　－　奄美大島、名瀬港　　捨石撤去作業
 第 228項　九州東岸　－　油津港付近　　ヨットレース等
 第 229項　南西諸島　－　種子島、西之表港及び付近　　潜水作業
 第 230項　南西諸島　－　奄美大島北方　　射撃訓練

★５年２２４項 南⻄諸島 － 種⼦島、⻄之表港  深浅測量終了

（十管区水路通報5年20号222項削除）
作業船による深浅測量は終了した。　
　海　図　　Ｗ１２７３
　出　所　　種子島海上保安署

★５年２２５項 東シナ海  ロケット打上げについて

(十管区水路通報5年20号213項削除)
 韓国のロケット打上げに伴う部品落下区域は解除された。
　海　図　　Ｗ２１１－Ｗ１８０－Ｗ１８２Ａ－Ｗ４３７－Ｗ１００２
　　　　　　－Ｗ１０７２－Ｗ２１０－Ｗ１００１
　出　所　　海上保安庁海洋情報部

★５年２２６項 九州⻄岸 － 甑島列島北⽅  射撃訓練

（十管区水路通報5年20号215項削除）
巡視船艇による射撃訓練が実施される。
　期　間　　令和5年6月5日（予備日6日）、0900～1700
　区　域　　32-03N  129-47Eを中心とする半径5海里の円内
　備　考　　訓練中、紅色閃光灯を点灯し、国際信号旗「UY」及び「NE4」旗を掲揚
　　　　　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ２０７－Ｗ２１３－ＪＰ２１３－Ｗ１８７－ＪＰ１８７－Ｗ１８０
　出　所　　十本部警備救難部



★５年２２７項 南⻄諸島 － 奄美⼤島、名瀬港  捨⽯撤去作業

作業船による捨石撤去作業が実施される。
　期　間　　令和5年6月1日～8月25日、日出～日没
　区　域    4地点及び陸岸により囲まれる区域
              (1)  28-23-09N  129-29-45E（岸線上）
              (2)  28-23-09N  129-29-48E 
              (3)  28-23-06N  129-29-48E 
              (4)  28-23-06N  129-29-45E（岸線上）
　備　考　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ１２０２
　出　所　　名瀬港長

★５年２２８項 九州東岸 － 油津港付近  ヨットレース等

（十管区水路通報5年19号206項削除）
ヨットレース及びボードセーリング大会が実施される。
　期　間　　令和5年6月25日、0800～1700
　区　域    31-33-08N  131-23-47E を中心とする半径600mの円内
  備　考　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ１８１(油津港及外浦港)



　出　所　　宮崎海上保安部
                               

★５年２２９項 南⻄諸島 － 種⼦島、⻄之表港及び付近  潜⽔作業

潜水士及び作業船による潜水作業が実施される。
　期　間　　令和5年6月12日～12月8日（予備日含む）、日出～日没
　位　置　　7地点
                (1)  30-44-33N  130-59-25E 
                (2)  30-44-25N  130-59-14E 
                (3)  30-44-24N  130-59-19E 
                (4)  30-44-12N  130-59-15E 
                (5)  30-44-00N  130-59-21E 
                (6)  30-43-44N  130-59-04E 
                (7)  30-43-39N  130-58-58E 
　備　考　　潜水作業中、国際信号旗「A旗」を掲揚
　　　　　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ１２７３
　出　所　　種子島海上保安署



★５年２３０項 南⻄諸島 － 奄美⼤島北⽅  射撃訓練

巡視船艇による射撃訓練が実施される。
　期　間　　令和5年6月12日（予備日14日）、0800～1700
　区　域　　28-34.4N  129-21.7Eを中心とする半径5海里の円内
　備　考　　訓練中、紅色閃光灯を点灯し、国際信号旗「UY」及び「NE4」旗を掲揚
　　　　　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ２２５－Ｗ２３１－Ｗ１８２Ａ
　出　所　　十本部警備救難部


